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件 名 土地の賃貸借について
.ー

平成 16年 4月 1日から賃貸借をしております下記の土地について、住民課木村

恭史氏より自分が住んでいる昆布温泉町内の・・・・・E乃運営人

が最近替わったようだとの話しがあったため、次により状況等を確認しましたので

報告します。

記

賃貸借地 蘭越町字湯里353番 3の内 (2箇所)

賃借入 〈・・・・・運営人)

確認日時 平成 18年 12月 11日午後2時 20分.......2時 50分

確認 者 総務課 山内主幹、守田管財係長
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確認状況

①建物の看板が「硝予工房埠j となっていた。(別紙参照)

② - さんという夫妻がいた。(状況を聞く)

(守田) -ーさんはおられますか?

田t )-圃さんl立札幌市に住んでおり、ここにはいません。

私達は、 - さんからここを借りて硝子工房をしています。

(守田) この建物と駐車場にある車庫の建っている土地は町有地で、-11
. んと有償の賃貸契約を結んでおり、第3者に貸してはならない|

ことになっています。

~) 圃量んからは、建物が町有地に建っているとは聞いてし喰し

たが、賃貸のことや第3者に貸してはならないことは聞いていませ

んでした。

ただ、この建物は売ることは出来ないと言っていました。

(守田) -圃さんへ連絡を取りたいので、 んの電話番号がわか

れば教えていただきたい。

- 妻) 携帯電話の番号は聞いていますが、勝手に教えるととも出来ない|

ので、こちらから んへ連絡して、 掴圃さんから役場の方

へ連絡を入れるように話します。

(守田) わかりました、よろしくお願いします。

ー さん達が今後ここを使用したいということであれば、ま咽

園陸んとの賃貸契約を解約しなければなりません。

その後、・圃さんから貸付申請書を提出していただき、貸付をす
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るかどうか上司の伺いを取らなければなりませんので、この場で貸

すことが出来るかどうか話すことは出来ません。

作品は、どちらの方に出されているのですか?

.跡) 主に千歳空港へ出しています。

他に由仁町の方に出しています。

(山内) 町内会には、入られたのですか?
.-

- 夫) 入りました。

また、その中で販売している方々の会にも入りました。

(守田) この上の湯里地区に硝子工芸の方がおりますが、その方との交流

もあるのですか?

~) - んは、私の師匠のような方で、色々と交流をしています。

また、 ・・Eさんは仕事の都合で札幌市へ転居しましたが、退職

後はまたここに戻って来るような話しをしていました。

(守田) わかりました。

それでは、 ・ーさんへの連絡をよろしくお恥吋します。

~) わかりました。

以上
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